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玄
洋
社
関
係
史
料
の
紹
介
掴

石
瀧
　
豊
美
　
剃

福
岡
表
醤
聞
懐
旧
談
　
刃

明
治
丁
丑

福
岡
表
著
聞
懐
旧
談
　
上

溝
漣
野
生
編
述

第
四
回
（
続
き
）

前
記
の
軍
略
を
協
定
な
し

て
、
時
期
に
及
び
な
ば
、
越
知

彦
四
郎
は
中
島
橋
以
西
よ
り
集

る
可
き
人
数
、
大
凡
四
百
人
を

率
ひ
て
、
福
岡
分
首
の
城
堀

を
、
又
式
部
小
四
郎
は
中
島
橋

以
東
、
即
ち
春
吉
、
薬
院
地
方

よ
り
集
る
可
き
人
数
、
凡
四
百

人
を
率
ひ
て
、
県
庁
及
警
察
署

を
襲
撃
す
可
き
の
大
体
を
決
議

す
。
便
番
八
木
和
一
に
命
じ
て

撒
文
を
作
ら
し
む
。

英
文
に
白
く
、

夫
れ
政
府
の
責
任
た
る
や
国

民
の
幸
福
を
保
全
す
る
に
あ

り
。
然
り
而
し
て
我
が
帝
国
政

府
は
不
幸
に
し
て
二
、
三
の
権

臣
要
路
に
当
り
、
上
　
天
皇
陛

下
の
叡
明
を
欺
同
し
、
下
人
民

が
疾
苦
を
顧
み
ず
言
路
を
墾
塞

し
、
愛
憎
を
以
て
離
陸
し
、
苛

税
重
叙
至
ら
ざ
る
所
な
く
、
唯

一
朝
の
利
害
に
呟
惑
し
、
万
苦

不
抜
の
大
道
を
失
却
し
、
天
理

に
逆
ひ
人
道
に
戻
る
。
実
に
売

国
の
賊
と
云
は
ず
し
て
何
ぞ

や
。
墨
書
を
除
却
し
、
同
胞
三

千
余
万
の
康
率
を
祈
ら
ん
と

す
。
故
に
期
の
散
文
を
有
志
各

位
に
伝
す
。
巽
く
ぼ
国
民
の

義
務
、
国
家
の
哀
願
を
座
視
す

る
に
忍
び
ざ
る
微
衷
の
在
る
処

を
了
察
あ
ら
ん
こ
と
を
。
葱
に

軍
令
を
定
む
る
こ
と
左
之
如

し。

軍
禁
令

第
一
条
　
指
揮
官
之
命
令
二
違

背
ス
ル
者

第
二
条
　
猥
リ
二
人
ヲ
殺
害
ス

ル
者

第
三
条
　
民
家
二
放
火
ス
ル
者

第
四
条
　
人
民
之
婦
女
ヲ
姦
淫

ス
ル
者

第
五
条
　
窃
盗
ス
ル
者

第
六
条
　
私
二
逃
走
ス
ル
者

右
、
各
条
ノ
者
ハ
軍
令
二
依
り

処
罰
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ

第
五
回

○
内
田
良
五
郎
、
兼
松
口
へ

急
行
し
、
田
原
坂
の
陥
落
を
推

測
し
て
帰
り
、
報
ず
。

○
越
知
彦
四
郎
、
陸
兵
田
原

坂
の
要
害
陥
落
せ
し
と
間
き

て
、
そ
の
応
援
の
挙
兵
を
決

す『
愛
に
英
二
月
下
旬
の
事
な
り

け
り
。
村
上
彦
十
は
途
中
に
於

て
同
間
の
友
な
る
山
中
立
木
に

避
返
す
。
山
中
謂
け
ら
く
、
本

日
は
福
岡
極
楽
寺
町
な
る
郡
利

の
居
宅
に
於
て
、
自
分
を
始
め

四
、
五
名
の
朋
友
打
寄
り
、
目

下
西
南
の
風
聞
に
係
り
て
我
が

福
岡
士
族
が
執
る
可
き
方
針
を

談
合
す
べ
き
等
で
あ
る
か
ら
、

足
下
等
の
同
志
も
幸
に
臨
席
あ

ら
ん
は
、
共
談
し
て
以
て
前
途

の
方
針
を
定
む
可
と
云
ふ
。

村
上
は
之
を
領
き
、
即
ち
そ

の
同
志
な
る
吉
田
慎
吾
、
久
世

芳
麿
、
久
光
忍
太
郎
等
と
同
伴

し
て
会
合
す
。
そ
の
座
に
は
主

人
の
郡
利
、
山
中
立
木
、
不
破

国
雄
、
其
他
三
木
隆
助
〔
後
出

の
小
野
隆
助
と
同
一
人
物
〕
も

太
宰
府
よ
り
来
会
せ
し
か
ば
、

各
膝
を
交
へ
襟
を
抜
き
で
対
談

す。
そ
れ
の
話
談
の
旨
趣
は
、
自

今
鹿
児
島
表
私
学
校
党
の
挙
動

穏
か
な
ら
ざ
る
風
聞
あ
る
次
第

は
、
何
れ
の
点
に
出
で
し
や
。

決
起
に
向
け
て
福
岡
士
族
が
集
結
し
た
寺
塚
の
穴
観
音
（
興
宗
寺
）

又
彼
等
が
若
草
を
発
せ
な
ば
、

我
が
福
岡
士
人
が
取
る
可
き
そ

れ
の
方
針
は
如
何
な
る
点
に
出

づ
可
さ
ぞ
、
等
の
話
し
合
に
て

あ
り
し
な
り
。
舌
間
慎
吾
は
数

ケ
年
間
同
表
に
遊
方
し
、
殊
に

桶
野
利
秋
と
は
陰
に
刻
頭
の
心

契
を
結
び
し
事
な
れ
ば
、
徐
々

と
し
て
「
比
国
西
郷
氏
が
機
を

見
て
以
て
事
を
発
す
る
の
万
巳

む
を
得
ざ
る
事
実
を
説
き
、
そ

の
西
郷
氏
に
し
て
果
し
て
事
を

発
す
る
に
及
ぼ
ん
歎
、
国
民
の

我
々
は
銘
々
そ
の
執
る
べ
き
方

針
は
素
よ
り
そ
の
意
に
任
せ
て

可
な
り
。
今
此
座
に
於
で
殊
々

敷
く
協
議
す
る
の
必
要
は
あ
ら

ざ
る
可
と
論
じ
た
り
き
。

そ
の
傍
に
在
る
村
上
、
久

世
、
久
光
も
口
を
揃
へ
て
賢
し

ら
く
。
九
州
男
児
が
国
家
の
休

戌
に
係
り
て
、
そ
の
身
を
致
す

べ
き
そ
れ
等
の
事
は
、
到
底
座

上
の
臆
測
に
て
は
決
す
べ
き
に

あ
ら
ね
ば
、
先
以
て
そ
の
形
の

現
る
ゝ
を
待
ち
て
以
て
議
す
る

も
晩
か
ら
じ
、
と
言
を
放
っ
て

共
産
を
蹴
立
て
、
去
ら
ん
と
し

た。
上
座
に
あ
り
た
る
小
野
隆
助

は
暫
時
し
く
と
引
留
め
つ
ゝ

徐
々
と
詞
を
出
し
、
足
下
等
の

決
志
の
在
る
処
は
充
分
に
覚
□

ら
れ
た
り
。
志
気
活
瀧
、
勇

壮
、
感
ず
る
に
余
り
あ
る
も
、

抑
も
丈
夫
が
事
を
為
す
、
沈
着

静
実
、
処
女
の
如
く
な
る
も
、

機
を
見
て
以
て
発
着
す
る
場
合

は
脱
兎
の
如
く
な
る
可
し
と
は

孫
子
が
路
略
に
あ
ら
ず
や
。
然

越
知
隊
の
攻
撃
目
標
だ
っ
た
鎮
台
分
皆
が
あ
っ
た
福
岡
城
（
大
手
門
）

る
に
軽
操
に
涼
り
、
暴
発
否
放

発
せ
な
ば
、
哀
れ
足
下
等
は
だ

ん
〈
束
て
以
て
監
獄
裏
の
停

囚
と
な
る
べ
し
。
斯
く
な
り
て

は
福
岡
士
族
全
体
に
対
し
て
又

哀
幹
す
べ
き
こ
と
と
て
は
な
き

ゃ
、
と
少
し
く
勧
告
の
意
を
含

ま
せ
し
に
、
村
上
、
舌
間
、
久

光
の
輩
は
素
よ
り
小
野
そ
の
人

の
風
概
と
志
操
を
欣
尚
し
っ
、

あ
り
し
か
ば
、
再
度
そ
の
膝
前

に
進
み
よ
り
て
、
僕
等
も
充
分

に
足
下
の
意
の
在
る
所
は
感
戴

せ
し
も
、
目
下
の
時
勢
縮
燈
し

て
僕
等
の
進
退
惟
谷
り
、
事
を

挙
ざ
る
も
伝
せ
ら
る
〔
汚
名
が

後
世
に
伝
わ
る
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
〕
。
故
に
断
然
事
を
挙

げ
て
、
義
を
取
り
仁
を
成
し
て

以
て
旧
盟
に
酬
る
の
で
あ
り
、

到
底
生
を
期
せ
ざ
る
こ
と
な
り

し
か
ば
、
足
下
等
の
旧
誼
に
訴

へ
で
以
て
各
自
家
族
の
善
後
策

を
依
頼
す
と
て
、
快
く
数
杯
を

傾
け
て
訣
別
せ
し
こ
と
、
知
ら

る
可
し
。


